
 

 

令和２年度原子力施設等防災対策等委託費(環境放射能分析研修）事業 

に係る入札可能性調査実施要領 

 

令和２年１月６日 

原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 

監視情報課放射線環境対策室 

 

 

原子力規制庁では、令和２年度原子力施設等防災対策等委託費(環境放射能分析研修）事

業の受託者選定に当たって、一般競争入札（価格及び技術力等を考慮する総合評価方式）

に付することの可能性について、以下の通り調査いたします。 

つきましては、下記１．事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可

能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札（価格及び技術力等

を考慮する総合評価方式）を実施した場合、参加する意思を有する方は、２．登録内容に

ついて、４．提出先までご登録をお願いいたします。 

 

１．事業内容 

（１）概要 

本事業では、原子力施設等からの影響を調査するため、地方公共団体の職員が実

施する環境放射能分析業務の技術向上に資するために研修を行う。東京電力福島第

一原子力発電所事故を受けて、モニタリングの品質保証が国際的に重要なテーマと

なっており、放射線測定や核種分析技術の斉一化が求められている。 

このような状況を踏まえ、各都道府県の実務担当者を対象に技術研修を行い、環

境放射能分析及び放射線測定に係る技術水準の維持・向上を図る。 

（２）事業の具体的内容 

Ａ．環境放射能分析の研修 

環境放射能分析における放射線・放射能分析について必要不可欠な知識の習得を

目的とする「基礎」、実務に則した分析・測定手法の効率的・効果的な取得を目的と

した「専門」の各研修コースを設け、各都道府県における環境放射能調査の実務に

則した技術研修を行う。研修は「放射能測定法シリーズ」に加え、国内の技術水準

に関する最新の動向を取り入れ、以下の項目を基本的内容として実施するものとす

る。 

１）基礎コース 

①環境放射能分析及び測定 

環境放射線モニタリングを実施する上で必要な、より実践的な環境放射能分

析及び測定に関する基礎知識を身につけ、前処理・分析・測定の実習を通じて

技術的な手法等を習得する。また、緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリ

ーの技術についても習得する。 

研修は年３回とし、受講者数はそれぞれ 10 名程度とする。 

 



 

 

    ②ゲルマニウム半導体検出器による測定法の基本 

      環境試料中のガンマ線放出核種を定量するための基本的な手順である試料の

採取、前処理とガンマ線スペクトル解析の基本を習得する 

③放射化学分析 

放射化学の基礎的事項を習得する。また、例として放射線ストロンチウム分 

析法における化学分析操作とベータ線計測実習を行う 

研修は年１回とし、受講者数は 10 名程度とする。 

④放射線の人体影響概論 

放射線の人体影響に関する基礎的事項を習得する。 

研修は年 1 回とし、受講者数はそれぞれ 20 名程度とする。 

２）専門コース 

①環境試料の採取及び前処理法 

環境放射線モニタリングを実施する上で必要な試料採取の考え方及び試料の

前処理法を身につけ、試料の採取や前処理の実習を通じて技術的な手法等を習

得する。 

研修は年１回とし、受講者数は 8 名程度とする。 

②ゲルマニウム半導体検出器による測定法 

環境試料中のガンマ線放出核種の測定試料の調製、機器調整、エネルギー校

正、スペクトル解析等の演習及び実習を通じて高度な技術的手法等を習得する。 

さらに、緊急時に、環境試料の調製及び放射線測定を迅速に行う上で必要な

専門的知識等を身につけ、緊急時スペクトルの解析等の実習を通じて技術的な

手法等を習得する。また、用意する標準試料等を受講者の所属機関の測定器で

測定し、データを報告する確認試験を行う。 

研修は年３回とし、受講者数はそれぞれ 10 名程度とする。 

③放射性ストロンチウム分析法 

環境試料の放射性ストロンチウム分析の基礎となる放射化学分析法等を習得

するとともに、化学分析、ベータ線計測、測定データの解析等の実習を通じて

技術的な手法等を習得する。また、用意する標準試料等を受講者の所属機関の

測定器で測定し、データを報告する確認試験を行う。 

研修は年１回とし、受講者数は６名程度とする。 

④トリチウム分析法 

液体シンチレーション測定装置の基礎、環境試料中のトリチウムの濃度範囲

を習得するとともに、試料の調製、ベータ線計測、測定データの解析等の実習

を通じて技術的な手法等を習得する。 

研修は年１回とし、受講者数は８名程度とする。 

⑤プルトニウム分析法 

環境試料のプルトニウム分析の基礎となる放射化学分析法等を身につけ、化

学分析、アルファ線計測、ICP-MS 測定等の実習を通じて技術的な手法等を習得

する。また、迅速分析法について実習を通じて習得する。 

研修は年１回とし、受講者数は 6 名程度とする。 



 

 

⑥緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法 

緊急時におけるガンマ線スペクトルの解析手法を習得する。 

研修は年２回とし、受講者数はそれぞれ 10 名程度とする。 

    ⑦環境放射線モニタリングにおける被ばく線量評価法 

 環境放射線モニタリングの基本目標の一つである公衆の被ばく線量を推定

し、評価する方法を習得する。また、緊急時における、公衆の被ばく線量を評

価するための技術的手法を実習を通じて習得する。 

研修は年１回とし、受講者数は 12 名程度とする。 

    ⑧環境ガンマ線量率測定法 

 環境ガンマ線計測の基本的原理とその計測法、測定上の留意点等を身につけ、

Nal モニタによる連続測定、in-situ 測定、各種線量計の特性試験等の実習を通

じて技術的な手法等を習得する。 

研修は年１回とし、受講者数は 10 名程度とする。 

    ⑨ゲルマニウム半導体検出器を用いた in-situ 測定法 

 屋外で使用される可搬型ゲルマニウム半導体検出器について、固定型のゲル

マニウム半導体検出器とは異なる機器の取扱い、測定データの解析方法を習得

する。 

研修は年１回とし、受講者数は８名程度とする。 

   

  Ｂ．教材の作成等 

使用教材の作成等を行うことにより、研修内容及び理解度の充実を図る。 

なお、作成する教材の内容については、「放射能測定法シリーズ」、原子力規制委

員会が策定した「原子力災害対策指針（令和元年７月３日一部改正）」及びその改訂

等を踏まえたものとすることとする。講師、テキスト及びカリキュラムについては、

原子力規制庁と協議の上で決定する。 

 

（３）事業期間 

2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日 

 

（４）事業実施条件 

・ 過去に類似の研修事業を実施した実績があること。 

・ 国が無償貸与する機材（別添１参照）は、受託者の責任において許可を受けた場所

に移転し、適切に管理すること。 

・ 国が無償貸与する機材の移転にかかる費用は受託者が全て負担すること。 

・ 国が無償貸与する機材を設置可能な規模の施設を有していること。 

 

２．登録内容 

   ① 事業者名 

   ② 連絡先（住所、TEL、FAX、E－mail、担当者名） 

 



 

 

 

３．留意事項 

  ・登録後、必要に応じて事業実施計画などの概要を聴取する場合があります。 

・本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。 

・本調査への依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に

関する意図や意味を持つものではありません。 

・提供された情報は庁内で閲覧しますが、事業者に断りなく庁外に配布することはあ

りません。 

・提供された情報、資料は返却しません。 

 

４．提出先 

   郵送または E－mail にて提出願います。 

   【提出先】〒106―8450 東京都港区六本木 1-9-9 

        原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ  

監視情報課 放射線環境対策室 

細川 誠司、藤川 和志 宛て 

   【ＴＥＬ】03-5114-2126 

【ＦＡＸ】03-5114-2185 

【E-mail】seiji_hosokawa@nsr.go.jp 

kazushi_fujikawa01@nsr.go.jp 
 

             

mailto:seiji_hosokawa@nsr.go.jp
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（登録例） 

令和○年○月○日 

 

 

 

原子力規制委員会 

原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 

監視情報課放射線環境対策室 

 

 

 

令和２年度原子力施設等防災対策等委託費（環境放射能分析研修）事業 

について 

 

令和〇年○月○日付、標記実施要領に従い、以下の事項を登録します。 

 

登録内容 

① 事業者名 ○○ 

② 連絡先 

住所     ○○ 

電話     ○○ 

FAX    ○○ 

Mail   ○○ 

担当者名 ○○ 


